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 はじめに 
 

  日頃から本市の障がい福祉行政について御理解と御協力を賜り、心より感謝申し上

げます。 

  本市では、これまで障がい者施策の基本的な方向を示す旭川市障害者計画を平成９

年に策定して以降、平成 18年に第２次旭川市障害者計画、平成 28年に第３次旭川市

障がい者計画、令和３年に第４次旭川市障がい者計画を策定し、各種施策に取り組ん

でまいりました。 

  その間、障がいのある方を取り巻く環境は、障がいの重度化や高齢化、長期入院等

から地域生活への移行、就労支援の充実のほか、事業者による合理的配慮の提供義務

化など、大きく変化しております。 

  これらの環境の変化に対応していくためには、行政のみならず、市民の皆様を始め、

障がい者支援を行う様々な方との連携がますます必要となっております。 

  この度策定した「第５次旭川市障がい者計画」は、前計画での基本理念である「障

がいのある人もない人も、その人らしく活躍し、互いに尊重し合いながら安全・安心

に暮らすことのできるまちづくり」を継承し、令和８年度から令和１２年度までを計

画期間として、新たな法制度の整備や社会情勢の変化等を踏まえ、本市の障がい者施

策の基本的な方向性を示したものです。 

  この理念達成のため、本計画では４つの目標を定め、９つの分野からなる施策体系

により、総合的・計画的に障がい福祉施策を推進してまいります。 

  また、障がいのある方の多様なニーズや課題に対応していくためには、障がいのあ

る方や障がいに対する市民一人一人の『理解』が最も重要であり、これまで以上に課

題認識を持ち取り組む必要があることから、「理解の促進」を重点施策としました。 

  障がいのある人もない人も誰もが、安心し生き生きと暮らし活躍できる「健幸福祉

都市」の実現に向けては、関係者の皆様の理解と御協力が不可欠でありますことから、

皆様による一層の御支援について、改めてお願い申し上げます。 

  最後に、本計画の策定に当たり、多くの貴重な御意見や御提言をいただいきました

旭川市障害者計画等策定部会の委員の皆様をはじめ、障がい者関係団体の皆様及びア

ンケート調査等に御協力いただいた市民の皆様に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

令和８年（2026年）４月 

                  旭川市長 今 津 寛 介 
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